
 
 
 

「団体所得補償保険」保険金額の設定方法に関するご案内 
 
 
 
 

日頃よりご愛顧くださり、誠に有難うございます。 

「団体所得補償保険」のご加入にあたり、保険金額が設定基準と合致しているか、ご確認をお願いい

たします。 

保険金ご請求の際には、源泉徴収票・確定申告書等、所得が確認できる書類のご提出が必要となり、

事故発生前過去 1 年の「所得」の月間平均額が保険金額を下回る場合は、保険金額満額のお支払が出来

ないこととなります。 

保険料の無駄払いにもつながりますので、保険金額設定について十分ご確認ください。 

 

【保険金額設定の基準（基準に従い加入口数をお決めください）】 

被保険者が加入している 

公的医療保険制度 

ご加入直前１２か月における 

所得の平均月間額に対する保険金額割合※１ 

国民健康保険 

(例：個人事業主) 
８５％以下 

健康保険 

（例：給与所得者） 
５０％以下※2 

共済組合 

（例：公務員） 
４０％以下 

※１ 「所得の平均月間額」とは、年間の「所得」（給与所得者の場合は賞与等も含む）を１２(か月)で割った額です。 

※２ 健康保険に優先して勤務先企業から休業補償が行われる場合は、40%以下。 

 

本保険における「所得」とは、加入依頼書等（WEB 手続きの場合はお手続き画面等）記載の職業また

は職務を遂行することにより得られる個人の勤労所得（給与所得、事業所得、雑所得）に係る総収入金

額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発

生に関わらず得られる収入（退職年金、恩給、利子・配当所得、不動産所得など）は除かれます。 

 

 

 

 

◆所得の確認方法については、次ページをご確認ください。 

 

※このご案内は概要を説明したものです。詳細は WEB パンフレットをご確認ください。 

＜本件に関するお問い合わせ先（取扱代理店）＞ 

パルシステム共済生活協同組合連合会 保険事業部 
〒169-0072 東京都新宿区大久保２丁目２-６ ラクアス東新宿６階 

通話料無料 0120－201－342 営業時間 9:00～17:30（月～金） 

 

 

 

 

 



【所得の確認方法について】 

所得補償保険で補償の対象となる所得は次のとおりです。なお、事業所得者または給与所得者で、雑

所得がある場合は、総収入額にそれぞれ追加します。 

（１）事業所得者（所得税青色申告決算書を使用する場合） 

 

＜所得補償保険でいう所得＞ 

青色申告特別控除前所得金額を指します（所得税青色申告決算書のⒶ）。

 

 

（２）給与所得者（源泉徴収票を使用する場合） 

 

＜所得補償保険でいう所得＞ 

税法上でいう「総収入金額」を指します（源泉徴収票のⒷの金額）。 

 

 

支払金額＝総収入金額 

B

税法上の所得

A


